
別紙１

１．継続事業の前提に関する注記

・該当なし

２．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、

当期末における退職金要支給額を計上している。

　・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

　・役員退職慰労引当金

役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程に基づき、当期末における退職慰労金要支給額を計上している。

　・徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

３．重要な会計方針の変更

・該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

　(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人みなと寮　全体　計算書類に対する注記

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ　みなと寮拠点区分（社会福祉事業）

 　・ 法人本部

 　・ みなと寮

 　・ こうせいみなと

 　・ 千里寮

ウ こうせいみなと拠点区分（社会福祉事業）

エ 千里寮拠点区分（社会福祉事業）

 　・ 生計困難者支援相談事業

 　・ 生活困窮者就労訓練事業

 　・ 生計困難者支援相談事業

 　・ 生活困窮者就労訓練事業

 　・ 生計困難者支援相談事業

 　・ 生活困窮者就労訓練事業

 　・ 生活困窮者就労準備支援事業

 　・ 住宅確保要配慮者居住支援事業
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カ　京都市中央保護所拠点区分（社会福祉事業）

シ　救護施設建設会計拠点区分（社会福祉事業）

セ  居住生活サポート事業拠点区分（公益事業）

ソ  港区生活困窮者自立相談支援拠点区分（公益事業）

タ  西区生活困窮者自立相談支援拠点区分（公益事業）

チ  淀川区生活困窮者自立相談支援拠点区分（公益事業）

　 ・ 淀川区生活困窮者自立相談支援事業

ツ  吹田市生活困窮者自立相談支援拠点区分（公益事業）

　 ・ 吹田市生活困窮者自立相談支援事業

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 （単位：円）

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 円

建物（基本財産） 円

計 円

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 円

計 円

2,958,010,013

サ　築港在宅拠点区分（社会福祉事業）

　 ・ 築港デイサービスセンター

　 ・ 弘済院第１特別養護老人ホーム

 　・ 弘済院診療所

ク　愛港園拠点区分（社会福祉事業）

 　・ 愛港園

 　・ ケア付住宅生活援助員（公益）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

　 ・ 築港在宅介護支援センター

　 ・ 築港ホームヘルプセンター

定期預金 300,000 0 0 300,000

　 ・ 港区生活困窮者自立相談支援事業

443,369,000

2,514,341,013

当期末残高

キ 弘済院拠点区分（社会福祉事業）

　 ・ 堺市居住生活サポート事業

   ・ 老人短期入所事業

 　・ 愛港園診療所

　 ・ 老人短期入所事業

ケ みなと在宅拠点区分（社会福祉事業）

   ・ みなとデイサービスセンター

 　・ みなと在宅介護支援センター

 　・ みなとホームヘルプセンター

　 ・ 障害福祉サービス事業

　 ・ ときめき

コ　第2愛港園拠点区分（社会福祉事業）

　 ・ 第2愛港園

　 ・ 生計困難者支援相談事業

　 ・ 第2みなとデイサービスセンター

ス  港区南部拠点区分（公益事業）

　 ・ 地域包括センター事業

　 ・ 介護予防支援事業

　 ・ 救護施設建設会計

 　・ りんくうみなと

オ　りんくうみなと拠点区分（社会福祉事業）

 　・ 緊急一時宿泊事業

 　・ 京都市ホームレス居宅定着支援事業

 　・ 生計困難者支援相談事業

 　・ 生活困窮者就労訓練事業

 　・ 京都市中央保護所

443,369,000 0 0

　 ・ 認知症初期集中支援推進事業

 　・ 生活困窮者就労訓練事業

　 ・ 西区生活困窮者自立相談支援事業

土地

149,520,000

149,520,000

2,649,598,587 0 135,257,574

0 135,257,574

1,632,142,995

289,259,000

合計 3,093,267,587

1,921,401,995

建物
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９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１２．関連当事者との取引の内容

・該当なし

１３．重要な偶発債務

・該当なし

１４．重要な後発事象

・該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・その他の特別損失に（仮称）救護施設みやこの計画断念に伴う建設仮勘定の減損損失 62,413,200円が計上されております

334,800 30,075 304,725

合計 6,605,900,192 3,807,570,759 2,798,329,433

有形リース資産 15,655,296 7,772,165 7,883,131

器具及び備品 400,697,691 334,870,736 65,826,955

債権額
徴収不能引当金
の当期末残高

債権の当期末残高

423,492,946 3,432,839 420,060,107

合計 423,492,946 3,432,839 420,060,107

機械・装置

0・該当なし 00

建物（基本財産） 5,781,236,745 3,266,895,732 2,514,341,013

157,450,497 143,013,303車両運搬具

建物 247,241,963 54,214,118 193,027,845

取得価額 減価償却累計額

14,437,194

構築物 3,283,200 774,630 2,508,570

当期末残高


